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　（ 一　般 ） 

事業内容年　齢職　　種

冠婚葬祭業不問事務・葬儀受付案内

製本業・印刷物加工業不問スキャニング作業補助

その他の道路旅客運送業不問自動車運転手

一般診療所不問看護助手

その他の金属製品製造業不問製品補助

労働者派遣業１８歳以上製造（派遣）

一般乗用旅客自動車運送業不問タクシー運転手

電気工事業不問電気工事士

一般土木建築工事業不問レシ、陳列、補充

土木建築サービス業不問建築設計・監理

医薬品・化粧品小売業不問薬剤師

一般土木建築工事業不問施工管理

医薬品・化粧品小売業不問薬剤師

繊維製品製造業３５歳以下営業及び現場施工

病院不問看護師

病院不問看護師（臨時職員）

病院不問作業療法士（臨時職員）

病院不問理学療法士（臨時職員）

老人福祉・介護事業不問看護スタッフ

産業用運搬車両・同部分附属
品製造業

４０歳以下機械工

セメント・同製品製造業３０歳以下製造工

一般乗合旅客自動車運送業３０歳以下総務企画関係業務

その他の社会保険・社会福
祉・介護事業

不問看護師

療術業３０歳以下治療助手

そば・うどん店不問
ホールスタッフ及び調
理補助

老人福祉・介護事業不問生活相談員

老人福祉・介護事業不問介護スタッフ

管工事業不問
一般土木、機械工事施
工管理

セメント・同製品製造業不問コンクリート主任技士

老人福祉・介護事業不問看護師

その他の飲食料品小売業不問調理補助

老人福祉・介護事業不問介護職員（嘱託）

学習塾不問パソコンインストラクター

酒場・ビヤホール１８歳以上接客業

一般診療所不問看護師・准看護師

　（ 一　般 ） 

事業内容年　齢職　　種

各種食料品小売業３５歳以下総合職

病院２５歳以下事務職員

病院３５歳以下介護福祉士

病院４０歳以下言語聴覚士

病院２５歳以下作業療法士

病院２５歳以下理学療法士

老人福祉・介護事業不問調理補助又は調理師

冠婚葬祭業不問葬儀全般接客

小売業不問販売員

鮮魚小売業不問販売

障害者福祉事業不問支援員

非営利的団体不問一般事務

他に分類されない小売業不問販売員

書籍・文房具小売業不問営業

婦人・子供服小売業不問
衣料品のレジ及び商品
管理他

生活関連サービス業不問食器洗浄

一般貨物自動車運送業不問大型運転手

園芸サービス業不問造園作業（剪定経験者）

各種食料品小売業不問販売

老人福祉・介護事業不問介護職

老人福祉・介護事業不問介護職（嘱託職員）

野菜・果実小売業不問コンビニスタッフ

他に分類されない卸売業３０歳以下営業

一般診療所不問医療事務・受付

老人福祉・介護事業不問介護士

鉄道業不問（請）温浴施設スタッフ

各種商品小売業不問レジ業務

各種商品小売業不問農産コーナー　

各種商品小売業不問惣菜コーナー　

各種商品小売業不問レジ業務

農林水産業協同組合不問訪問介護員

旅館・ホテル不問旅館客室係

一般診療所不問看護師

金属加工機械製造業不問軽作業・製品検査

一般土木建築工事業不問営業

銀行不問
銀行窓口での受付、端
末機操作
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◎お問い合わせ／ハローワーク八鹿（緯  ６６２崖２２１７）
※内容は７月２３日現在、区分は一般のみ掲載。

※７月２３日受理分を掲載しています。（すでに取り消しされた場合もありますので、お問い合わせください）
※他にも定年等応募条件があります。

～養父警察からのお願い～

◆悩むより　かけて安心　＃９１１０◆
～警察における相談窓口の周知徹底と利用促進～

　９月１１日は、警察相談の日です。これは全国統一の警察総合相談電話「＃９１１０」にちなんで制定されました。

　警察は犯罪などによる被害の未然防止に関する相談、県民の安全と平穏などについての相談に応じます。

「＃９１１０」ってなに？

　「＃９１１０」とは、緊急でない警察への相談に対応するための、警察相談専用ダイヤル電話です。

　「１１０番」は事件、事故を緊急通報するための専用ダイヤルです。緊急でないご相談などは、「＃９１１０」へおかけください。

　犯罪に至っていないものの、不安や危険を感じているが、どこに相談していいのかわからず、悩んでいる方はいませんか？

　県警なんでも相談にお電話いただければ、担当者が相談に応じ、必要に応じて関係団体などの相談窓口を紹介します。

　秘密は厳守しますので、安心してご利用ください。

　煙プッシュ回線電話、公衆電話、携帯、PHS＝＃９１１０　煙その他の回線、０７２局・０６局の一部固定電話とIP電話＝（０７８）崖３６１崖２１１０

　煙県警なんでも相談FAX＝（０７８）崖３４１崖２１１０　煙県警ホームページ＝http://www.police.pref.hyogo.jp/mail/mail1.htm

県警なんでも相談のご利用を


